
 
 
 
 

 

令和７年度研修 

建築確認実務Ⅰ・Ⅱ 
 

共催 一般財団法人 全 国 建 設 研 修 セ ン タ ー 

  一般財団法人 建 築 行 政 情 報 セ ン タ ー 

後援 国 土 交 通 省 

 全 国 知 事 会 ・ 全 国 市 長 会 ・ 全 国 町 村 会 
 

建築確認業務を的確に進めていくためには、建築確認に関わる法令やそれに基づく手

続きの進め方などに精通していることが求められます。 

本研修は、建築確認（主に意匠）を担当されている実務者を対象に、建築基準法及び関

連する法律や事例等の講義を通じて、建築確認にあたって求められる知識の修得と問題

解決能力の向上を図ることを目的としております。 

集合研修では、全国から集まった参加者の相互交流、情報交換の貴重な機会として好評

を得ています。 

また、当該研修の講義をライブ研修として、リアルタイムでも配信いたします。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

【受講された方々の声】 
 
・建築確認について、基本の所から実際に審査する所まで学ぶことができて良かった。今回学んだことを
実務でも活かしていきたい。 

 
・演習は実際の実務とほぼ同様の内容で、また、演習後にその解説の講義を受けることで理解が深まり、
直接業務に活かせる内容であった。 

 
・普段、業務で処理している内容の法文を改めて詳細に読み直し、理解する機会となったので良かった。
講義と演習のバランスも良かったと感じた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
※受講経費の助成制度がある県（政令市を除いた市町村職員の受講が対象となります） 

集合研修は、青森･岩手･栃木･群馬･［神奈川］･新潟･富山･山梨･岐阜･静岡･奈良･和歌山･[岡山]･山口･徳島･ 

高知･［大分］･宮﨑の 18 県。ライブ研修は［ ］を除く 15 県。 

詳細は、各県市町村振興協会・こうち人づくり広域連合にお問い合わせください。 

  
※厚生労働省人材開発支援助成金（人材育成支援コース）について 

 当センターでは、事業主の方が申請に必要な、本集合研修に派遣された従業員の受講状況の証明をします。 

なお、当該助成金が支給されるかどうかは、各都道府県労働局が研修受講後の支給申請に基づき、審査の上 

決定することとされています。詳細は、厚生労働省又は都道府県労働局のホームページをご覧ください。 

【研修期間】Ⅰ：令和７年 ６月１０日(火) ～  ６月１３日(金)〔４日間〕 

Ⅱ：令和７年１０月１４日(火) ～ １０月１７日(金)〔４日間〕 

【研修場所】 一般財団法人 全国建設研修センター 研修会館 

〒187-8540 東京都小平市喜平町２－１－２ 

        TEL 042－324－5315   https://www.jctc.jp/ 

当センターホームページよりインターネットで研修の申し込みができます。 

２回開催（６月・１０月） 

集合研修とライブ研修を同時開催 
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